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雇
用
対
策
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
要
綱

第
一

国
と
地
方
公
共
団
体
と
の
連
携

都
道
府
県
労
働
局
及
び
公
共
職
業
安
定
所
に
お
け
る
職
業
指
導
及
び
職
業
紹
介
の
事
業
そ
の
他
の
雇
用
に
関
す
る
施
策
を

講
ず
る
に
際
し
て
の
方
針
（
以
下
「
雇
用
施
策
実
施
方
針
」
と
い
う
。
）
に
係
る
規
定
を
削
除
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
二

施
行
期
日
等

一

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

二

国
と
地
方
公
共
団
体
と
の
連
携
に
関
す
る
経
過
措
置
と
し
て
、
都
道
府
県
労
働
局
長
は
、
当
分
の
間
、
毎
年
度
、
雇
用

施
策
実
施
方
針
を
関
係
都
道
府
県
知
事
の
意
見
を
聴
い
て
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
都
道
府
県
労
働
局
及
び
公
共
職
業
安
定

所
に
お
け
る
職
業
指
導
及
び
職
業
紹
介
の
事
業
そ
の
他
の
雇
用
に
関
す
る
施
策
と
都
道
府
県
の
講
ず
る
雇
用
に
関
す
る
施

策
と
が
密
接
な
関
連
の
下
に
円
滑
か
つ
効
果
的
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
こ
の
省
令

の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
雇
用
対
策
法
施
行
規
則
第
十
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
雇
用
対
策
協
定
を
実
施
す
る
た
め

の
計
画
（
都
道
府
県
労
働
局
長
と
都
道
府
県
知
事
が
締
結
し
た
雇
用
対
策
協
定
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
作
成
す
る
こ

と
と
す
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
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三

こ
の
省
令
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
の
ほ
か
、
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
も
の
と
す
る
。
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